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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動機構を有し薬液として少なくとも造影剤を患者へと向けて押し出す注入ヘッドと、
　ディスプレイを有し前記注入ヘッドに接続されたコンソールと、
　を備える薬液注入装置であって、
　前記コンソールは、前記ディスプレイに注入条件設定のためのグラフィカルユーザイン
ターフェースを表示するものであって、当該グラフィカルユーザインターフェースは、操
作者に対し注入条件設定のために必要な操作を案内するガイダンス画像を含み、
　前記ガイダンス画像に含まれる操作案内の内容は、複数の項目の入力が必要な場合、１
つの項目の入力が終了した後に、次の入力項目が何であるかを示すように、注入条件設定
のための手順の進行に合わせて変更される、薬液注入装置。
【請求項２】
　前記ガイダンス画像は、前記グラフィカルユーザインターフェース上の所定の画像ボタ
ンを押すことにより表示されるように構成されている、
　請求項１に記載の薬液注入装置。
【請求項３】
　前記ガイダンス画像は、前記グラフィカルユーザインターフェース上の所定の画像ボタ
ンが押されない場合であっても自動的に表示されるように構成されている、
　請求項１に記載の薬液注入装置。
【請求項４】
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　前記グラフィカルユーザインターフェースは、薬液がどのような条件で注入されるかを
示す注入条件画像を含み、
　前記ガイダンス画像は、前記注入条件画像を表示させたままの状態で同一画面上に表示
される、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の薬液注入装置。
【請求項５】
　前記ガイダンス画像には、薬液注入装置の機器のボタンの画像が表示される、請求項１
～４のいずれか一項に記載の薬液注入装置。
【請求項６】
　前記注入ヘッドは、第１の薬液が充填された第１のシリンジと第２の薬液が充填された
第２のシリンジとを保持する二筒式のものである、請求項１～５のいずれか一項に記載の
薬液注入装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者に造影剤等を注入するための薬液注入装置に関する。特には、本発明は
、体重と、注入時間と、体重当たりの投与量とを考慮した注入条件を簡単に設定すること
ができ、しかも、その設定内容の確認を行い易い注入装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、医療用の画像診断装置として、ＣＴ(Computed Tomography)スキャナ、ＭＲＩ(Ma
gnetic
Resonance Imaging)装置、ＰＥＴ(Positron Emission Tomography)装置等が知られている
。このような撮像装置を使用する際、被験者に造影剤や生理食塩水など（以下、これらを
単に「薬液」とも言う）を注入することがある。また、従来、この注入を自動的に実行す
る様々な薬液注入装置も提案されている。
【０００３】
　例えば特開２００４－２４８７３４には、患者の身体区分（例えば頭部、胸部）や撮像
部位（例えば、心臓、肝臓といった臓器）、さらには患者の体重なども考慮して、注入条
件を設定できる装置が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特開２００４－２４８７３４の装置によれば、患者ごとに最適な注入条件が設定可能で
あり、しかも造影剤の無駄な使用も低減することができる。このように患者の身体区分、
撮像部位、および患者の体重などを考慮して注入条件を設定することは非常に有用であり
、その設定をより簡単に行えるようになっていることが望ましい。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、注入条件をより簡単に
設定することができ、しかも、その設定内容の確認も行い易い注入装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成する本発明の薬液注入装置は下記の通りである。
１．シリンジの識別タグの情報を読み込むことができる注入ヘッドと、タッチパネル式の
ディスプレイを有するコンソールとを備え、前記シリンジ内の造影剤を患者に注入する注
入装置であって、
（ａ）前記ディスプレイに複数の撮像部位の画像を表示する処理と、
（ｂ）それらの撮像部位のうち１つが選択された場合に、その撮像部位に対応する注入時
間を読み出す処理と、
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（ｃ）患者に注入すべき造影剤の量を決定する処理と、
（ｄ）決定されたその造影剤量と前記注入時間とに基づいて、造影剤の注入速度を決定す
る処理と、
（ｅ）前記注入時間と前記注入速度との関係を示す注入条件のグラフを、サムネイル画像
として前記ディスプレイに表示する処理と、
（ｆ）その後、前記ディスプレイ上の所定のアイコンおよび／または前記注入ヘッドの所
定のボタンが押された場合に、前記注入条件に従った注入をできる状態とする処理と、
　を行うことを特徴とする、注入装置。
【０００７】
　なお、「決定する」とは、液量や速度を最終的にある数値に確定することに限定される
ものではなく、「決定」された後にそれらの数値が修正されてもよい。
【０００８】
２．前記サムネイル画像のグラフは、横軸が経過時間で縦軸が注入速度でありその中に条
件画像が表示されるものであって、
　当該条件画像は、前記注入速度に対応した縦位置に表示され、かつ、前記注入時間に対
応した横幅を有する、前記１に記載の注入装置。
【０００９】
３．前記（ａ）の処理では、
　前記複数の撮像部位の画像が表示される前に、前記ディスプレイに人体画像が表示され
ており、その人体画像の複数の身体区分のうち１つを選択することにより、前記複数の撮
像部位の画像が表示される、前記１または２に記載の注入装置。
【００１０】
４．さらに、
（ｇ）前記シリンジの識別タグの情報を読み取る処理を行うものであって、
　この処理では、少なくとも造影剤のヨード濃度の情報が読み取られる、前記１～３のい
ずれか１に記載の注入装置。
【００１１】
５．さらに、
（ｈ）患者の体重が入力される処理を行うものであって、
　前記（ｃ）の処理では、
　入力された患者体重の情報と、
　前記ヨード濃度の情報と、
　選択された前記撮像部位に対応した単位体重当たりに必要なヨード量の情報と、
　に基づいて造影剤の量を算出する、前記４に記載の注入装置。
【００１２】
６．前記（ｈ）の処理では、
　前記ディスプレイに、患者の体重の区分を選択するための複数のアイコンが表示され、
そのうちの１つを選択することにより体重の区分が決定される、前記５に記載の注入装置
。
【００１３】
７．前記ディスプレイに、注入中における造影剤の圧力のグラフがリアルタイムに表示さ
れるように構成され、
　このグラフは横軸が経過時間で縦軸が注入圧力であり、かつ、注入圧力が所定のリミッ
ト値を超えているか否かを認識し易いように、リミット値を超える領域が所定の色または
パターンで表示されている、前記１～６のいずれか１に記載の注入装置。
【００１４】
８．前記注入ヘッドはデュアルタイプであり、造影剤の注入と生理食塩水の注入とを行う
、前記１～７のいずれか１に記載の注入装置。
【００１５】
　本明細書において、
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「身体区分」とは、患者の体のうちどの区分が撮像されるのかを示すものであり、例えば
頭部、胸部、腹部、脚部などの区分が該当する。
「撮像部位」とは、撮像される部位（すなわち、造影する部位）をいい、例えば心臓、肝
臓、腎臓などの臓器や、血管や、腫瘍部などが該当する。
「部位選択（方式）」とは、身体区分および／または撮像部位を選択することで、その選
択された事項に対応する注入条件が設定される方式をいう。
「薬液」とは、造影剤、生理食塩水、またはそれらを混合したものをいう。
「ユーザ」とは、造影剤注入装置を使用する者のことをいい、例えば医師や技師である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、注入条件を簡単に設定することができ、しかも、その設定内容の確認
も行い易い注入装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一形態による薬液注入装置の斜視図である。
【図２】図１の注入ヘッドにシリンジが装着される様子を示す斜視図である。
【図３Ａ】図１の薬液注入装置と撮像装置とを接続したシステムのブロック図である。
【図３Ｂ】制御部の構成を示すブロック図である。
【図４】ディスプレイに表示される画像を示す図である（注入条件の設定）。
【図５】ディスプレイに表示される画像を示す図である（注入条件の設定）。
【図６】ディスプレイに表示される画像を示す図である（注入条件の設定）。
【図７】ディスプレイに表示される画像を示す図である（注入条件の設定）。
【図８】ディスプレイに表示される画像を示す図である（条件の確認）。
【図９】ディスプレイに表示される画像を示す図である（薬液注入）。
【図１０】ディスプレイに表示される画像を示す図である（注入条件の設定）。
【図１１】注入条件の設定から薬液の注入に至るまでの手順を示すフローチャートである
。
【図１２】ディスプレイに表示される画像を示す図である（ホーム画面）。
【図１３】ディスプレイに表示される画像を示す図である（救急モード１）。
【図１４】ディスプレイに表示される画像を示す図である（救急モード２）。
【図１５】ディスプレイに表示される画像を示す図である（救急モード３）。
【図１６】ディスプレイに表示される画像を示す図である（小児モード）。
【図１７】ディスプレイに表示される画像を示す図である（除脂肪体重モード）。
【図１８】ディスプレイに表示される画像を示す図である（撮像装置との同期）。
【図１９】ディスプレイに表示される画像を示す図である（注入結果の出力）。
【図２０】小児モードで表示される画像の他の例を示す図である。
【図２１】ディスプレイに表示される画像を示す図である（セルフチェック）。
【図２２】ディスプレイに表示される画像を示す図である（ＴＢＴ注入のタイムライン）
。
【図２３】ディスプレイに表示される画像を示す図である（ＴＢＴ注入中の状態表示）。
【図２４】ヘッドディスプレイの一例を示す斜視図である。
【図２５】ヘッドディスプレイを含んだシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、以下では幾つかの
セクションに分けて本発明の実施形態について説明する。
【００１９】
〔セクションＡ：注入条件を簡単に設定することができ、しかも、その設定内容の確認も
行い易い注入装置〕
【００２０】
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　図１の薬液注入装置は、患者に薬液を注入するためのものである。この注入装置は、可
動式のスタンドに支持された注入ヘッド１１０と、この注入ヘッド１１０に接続されたコ
ンソール１５０とを備えている。コンソール１５０には、さらに、ユーザによって手動操
作されるハンドスイッチ（不図示）が備えられている。なお、薬液注入装置は、ＣＴ用の
ものであってもよいし、ＭＲ用のものであってもよく、特に限定されるものではない。
【００２１】
　注入ヘッドの種類は特に限定されるものではない。注入ヘッドは、１本のシリンジのみ
が装着されるシングルタイプ、または２本のシリンジが装着されるデュアルタイプのいず
れであってもよい。図１の注入ヘッド１１０は、造影剤が充填されたシリンジ２００Ａと
生理食塩水が充填されたシリンジ２００Ｂとが装着されるデュアルタイプである。
【００２２】
　以下の説明では、シリンジ２００Ａ、２００Ｂを区別せずに単に「シリンジ２００」と
記載することもある。シリンジ２００は、筒状のシリンダ部材２１０にピストン部材２２
０がスライド可能に挿入されたものである。
【００２３】
　図２、図３Ａに示すように、シリンダ部材２１０の一部には、ＩＣタグ２２５が付され
ている。このＩＣタグ２２５には、シリンジに関する情報（シリンジの識別情報、シリン
ジの耐圧、シリンダ部材の内径、ピストン部材のストローク等）や、該シリンジに充填さ
れた薬液の情報（名称（例えば製品名）、ヨード量などの成分情報、消費期限、薬液容量
等）が記憶されている。ＩＣタグは、そのタグに固有のユニークＩＤを有していてもよい
。ＩＣタグは、シリンジサイズ、シリンジの製造番号、および薬剤標準化コードのなかか
ら選ばれる少なくとも１つの情報を有していてもよい。なお、ＩＣタグ２２５としては、
例えば、ＲＦＩＤ（Radio frequency identification）タグを利用することができる。
【００２４】
　注入ヘッド１１０は、シリンジ２００のピストン部材２２０を押し込むピストン駆動機
構１１３を有している。ピストン駆動機構１１３は２系統設けられており、各機構は独立
して動作する。ピストン駆動機構１１３は、詳細な図示は省略するが、前後方向に進退移
動する駆動アーム（シリンジプレッサー）、およびその駆動源である駆動モータを有して
いる。また、ピストン駆動機構１１３はロードセル（不図示）を内蔵しており、このロー
ドセルで、ピストン部材２２０を押圧する力を検出する。ロードセルの検出結果を利用し
て、例えば、薬液を注入しているときの薬液の圧力の推定値を求めることができる。この
推定値の算出は、針のサイズ、薬液の濃度、注入条件なども考慮して行われる。
【００２５】
　注入ヘッド１１０の上面前方には、シリンジ２００を保持するための凹状のシリンジ保
持部１１４が２つ設けられている。このシリンジ保持部１１４には、シリンジに取り付け
られたＩＣタグ２２５の情報を読み取るための不図示のリーダ／ライタ（図３Ａの符号１
４５参照）が設けられている。リーダ／ライタ１４５は、所定の情報をＩＣタグ２２５に
書き込む機能も有している。
【００２６】
　特に限定されるものではないが、この注入ヘッド１１０では、図２に示すようにシリン
ジ２００はアダプタ２３０を介してヘッドに装着される。シリンジ２００Ａ、Ｂのいずれ
も、このようなアダプタ２３０を介して装着されうるが、図２では２つのアダプタ２３０
のうち１つは図示を省略している。
【００２７】
　注入ヘッド１１０の上面には、複数のボタン１１５ａ～１１５ｃが設けられている。一
例として、ボタン１１５ａは薬液注入を実施できるようにするためのチェックボタンであ
り、ボタン１１５ｂは薬液注入を開始するためのスタートボタンであり、ボタン１１５ｃ
は注入動作を停止するためのストップボタンである。
【００２８】
　他のストップボタン１１５ｃ′が注入ヘッド１１０の側面に設けられていてもよい。注
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入ヘッド１１０が比較的高い位置で使用される場合には、ヘッド上面のボタン１１５ｃを
押すよりも側面のボタン１１５ｃ′方が容易なことがあり、このような構成は操作性がよ
く有利である。限定されるものではないが、注入ヘッド１１０の筐体後端部に所定の色で
発光する発光部が設けられていてもよく、特には、各シリンジに対応して２つの発光部が
ヘッドの右側と左側とに１つずつ設けられていてよい。この場合、発光のパターンが変わ
ることで、各シリンジの状態を表すことができるように構成されていてもよい。造影剤用
の発光部と、生理食塩水用の発光部とが別の色で発光する構成も可能である。
【００２９】
　図３Ａのブロック図に示されているように、注入ヘッド１１０は、ピストン駆動機構１
１３やリーダ／ライタ１４５の動作を制御する制御部１４４を有している。また、ＩＣタ
グ２２５から読み取られた情報を一例として一時的に記憶する記憶部１４６を有している
。
【００３０】
　図１に示すように、コンソール１５０はタッチパネル式のディスプレイ１５１を有して
いる。このディスプレイ１５１には、例えば、注入条件を設定するための画像や、注入中
における薬液の圧力などが表示される（詳細下記）。図３Ａに示すように、コンソール１
５０は、各部の動作を制御する制御部１５３と、種々のデータが記憶される記憶部１５４
と、所定の外部機器と接続するためのインターフェース端子１５８を有している。コンソ
ール１５０は、また、注入ヘッド１１０との接続のためのインターフェースと、撮像装置
との接続のためのインターフェースとを有している。コンソール１５０は、さらに、ユー
ザの手元で操作される操作器（コントローラ）１５７を有している。
【００３１】
　制御部１５３は、例えば、その機能に対応して図３Ｂに示すような、撮像画像表示処理
部、注入時間読込処理部、注入速度決定処理部、サムネイル画像表示部、注入実施準備部
を有している（詳細後述）。
【００３２】
　記憶部１５４には、例えば、ディスプレイ１５１に表示される画像のデータなどが記憶
されている。また、注入条件を設定するための計算式などを含むアルゴリズムや、注入プ
ロトコルのデータが記憶されている。注入プロトコルとは、どのような薬液を、どれくら
いの量、どれくらいの速度で注入するかを示すものである。注入速度は、一定であっても
よいし、時間とともに変化するものであってもよい。本実施形態のように造影剤と生理食
塩水とを注入する場合、それらの薬液をどのような順序で注入するかといった情報も、注
入プロトコルに含まれる。
【００３３】
　なお、このような注入プロトコルに関する情報は、予め記憶部１５４に記憶されていて
みよいし、インターフェース端子１５８を介して接続された外部機器から入力されるもの
であってもよい。また、コンソール１５０のスロット（不図示）に差し込まれる外部記憶
媒体を通じて入力されるものであってもよい。外部の装置またはシステムから注入プロト
コルに関する情報が入力される構成であってもよい。
【００３４】
　撮像装置３００は、例えばＣＴスキャナ、ＭＲＩ装置、アンギオグラフィ装置などであ
り、図３Ａに示すように、患者の透視画像を撮像する撮像部３０３ｂと、患者を載せるベ
ッド３０４と、それらの動作を制御する制御部３０３ａとを有している。
【００３５】
　以下、本実施形態の注入装置の動作について、ディスプレイ１５１に表示される具体的
な画像の例示しつつ説明する。
【００３６】
　本実施形態の注入装置は、通常の薬液注入を実施するための画像（例えば図４～図１０
参照）と、他の注入方式で注入するもしくは所定の編集を行うための画面（例えば図１３
参照）とが表示されるように構成されている。これらのモードは、コンソール１５０に設
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けられた物理的ボタンを押すことで切り替えられるように構成されていてもよい。本セク
ションでは、先ず、図４～図１０を参照しつつ通常の薬液注入を実施するモードについて
説明する。
【００３７】
　なお、以下の手順は一例にすぎず、本発明を何ら限定するものではない。図１１は、注
入条件の設定から薬液の注入に至るまでの手順を示すフローチャートである。
【００３８】
　まず、ユーザによって注入ヘッド１１０にシリンジ２００Ａ、２００Ｂが装着される。
シリンジ２００Ａには造影剤が充填され、シリンジ２００Ｂには生理食塩水が充填されて
いる。シリンジ２００を装着すると、そのＩＣタグ２２５の情報が、注入ヘッド１１０の
リーダ／ライタ１４５（図３Ａ）によって読み取られる（ステップＳ１）。読み取られる
情報は、例えば、造影剤の量・ヨード濃度、造影剤の製品名、そのシリンジの耐圧に関す
る情報などである。ただし、これに限定されるものではなく、他にも種々の情報が読み込
まれてもよい。
【００３９】
　造影剤の量は、例えば１００ｍｌ、１５０ｍｌ、２００ｍｌなどである。ヨード濃度は
、例えば２４０ｍｇＩ/ｍｌ、３００ｍｇＩ/ｍｌ、３２０ｍｇＩ/ｍｌ、３５０ｍｇＩ/ｍ
ｌ、３７０ｍｇＩ/などである。シリンジの耐圧は、例えば１５ｋｇｆ／ｃｍ２などであ
る。
【００４０】
　「シリンジの耐圧」の数値は、その数値を超える圧力で注入が行われるとシリンジが破
損するおそれのある数値を意味している。本実施形態の装置では、シリンジのＩＣタグか
らこの数値が自動的に読み込まれて、その数値がピストン駆動機構のリミット値に設定さ
れてもよいし、または、ユーザによって入力された数値がリミット値として設定されても
よい。例えば、シリンジのＩＣタグから読み込まれた数値が１５ｋｇ／ｃｍ２であって、
一方、ユーザによって入力された数値が２０ｋｇ／ｃｍ２の場合、より小さい値である１
５ｋｇ／ｃｍ２の方が優先されるように構成されていることが好ましい。
【００４１】
　リーダ／ライタ１４５によって読み取られたこれらの情報はコンソール１５０に送られ
、必要に応じて、コンソール１５０のディスプレイ１５１に表示される。
【００４２】
（通常の薬液注入モードについて）
　図４は、ディスプレイ１５１に表示される画面である。図４の画面の中央には、横向き
の人体形状の画像１６１が表示されている。この人体画像１６１は、複数のアイコン１６
１ａ～１６１ｄで構成されており、それぞれ、頭部１６１ａ、胸部１６１ｂ、腹部１６１
ｃ、および脚部１６１ｄを表している。各アイコン１６１ａ～１６１ｄは、それをタッチ
することによって選択される。
【００４３】
　図４では、人体画像１６１の下にさらに他のアイコン群１６４（詳細下記）が表示され
ているが、初期画面では、これらは表示されておらず、人体画像１６１のみが表示されて
いる。初期画面において、図４のように人体画像１６１と他のアイコン群１６４との両方
が表示される構成としてもよいが、人体画像１６１のみを表示する構成の場合、画面上の
表示項目がシンプルとなり、これによって、ユーザがより直感的に操作できるようになる
。
【００４４】
　人体画像１６１のうちの１つのアイコン（例えば腹部１６１ｃ）にタッチすることで、
腹部に対応する撮像部位（ここでは、「腫瘍部」、「肝臓」、「腎臓」、および「血管」
）のアイコン１６４ａ～１６４ｄが表示される。
【００４５】
　図４の画面では、これらのアイコン１６４ａ～１６４ｄは、人体画像１６１の下に横一
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列で表示されている。各アイコン１６４ａ～１６４ｄには、臓器を表す絵のみが表示され
ており、「腫瘍部」、「肝臓」、「腎臓」、「血管」などといった文字は表示されていな
い。これらの文字は、表示されていてもよいし、されていなくてもよいが、文字の表示が
なく、図４のように絵のみのアイコンの場合、表示内容がよりシンプルとなる。なお、文
字を表示するかどうかが、切替え可能に構成されていてもよい。
【００４６】
　なお、図４の状態では、人体画像１６１のうち腹部１６１ｃのみがハイライトされてお
り、これにより、この身体区分が現在選択されていることを識別できるようになっている
。
【００４７】
　次いで、撮像部位の選択を行う（ステップＳ２）。一例として、図４の画面で肝臓のア
イコン１６４ｂにタッチする。すると、肝臓の絵が人体画像１６１の腹部１６１ｃに向か
って吸い込まれるように移動し、図５に示すように、腹部１６１ｃの中に表示される構成
でであってもよい。
【００４８】
　こうして撮像部位が選択されると、この撮像部位に関連付けられた薬液注入時間が記憶
部１５４から読み出され、ディスプレイ１５１に表示される。この例では、肝臓に対応す
る注入時間は３０秒であり、画面下部に、「０：３０ｓｅｃ」と表示されたアイコン１７
１が表示される。
【００４９】
　図５の画面では、また、ディスプレイ１５１に患者の体重を選択するためのアイコン１
６９ａ～１６９ｃが表示される。アイコン１６９ａ～１６９ｃは、人体画像１６１の下方
で、横一列に配置されている。体重は３つの区分に分けられ、アイコン１６９ａが４０ｋ
ｇ未満、アイコン１６９ｂが４０ｋｇ以上７０ｋｇ未満、アイコン１６９ｃが７０ｋｇ以
上を表している。
【００５０】
　なお、体重の区分数を変更できるように構成されていてもよい。各区分の体重の値に関
しても、それらの値が自由に変更できるように構成されていてもよい。図５では「Ｋｇ」
のような単位がアイコン中に表示されているが、単位の表示は無くてもよく、単に、「４
０～７０」のような表示も可能である。
【００５１】
　図５の画面では、また、アイコン１６９ａ～１６９ｃと人体画像１６１の間に、２つの
アイコン１６７ａ、１６７ｂが表示されている。アイコン１６７ａには、体重計の絵が表
されている。アイコン１６７ｂには注射器の絵が表示されている。体重計のアイコン１６
７ａをタッチすると、体重の詳細な入力が可能となる（詳細後述）。注射器のアイコン１
６７ｂをタッチすると、注入速度を任意に選択できる「フローレートモード」に切り替わ
る（詳細後述）。なお、アイコン１６７ｂは図５ではなく図４の画面で表示されてもよく
、具体的には、アイコン１６４ｄの側方に表示されてもよい。
【００５２】
　次いで、ユーザは図５の画面で３つのアイコン１６９ａ～１６９ｃのうち１つにタッチ
し、患者体重の入力を行う（ステップＳ３）。以下、４０ｋｇ以上７０ｋｇ未満のアイコ
ン１６９ｂがタッチされた例について説明する。
【００５３】
　図６では図示を省略しているが、体重の区分が決定されると、選択された１つのアイコ
ン１６９ｂがハイライトされた状態となる。なお、表示形態の一例として、注入時間のア
イコン１７１が、画面下部から、体重計のアイコン１６７ａの左付近の破線で示される位
置付近まで、斜め上に向かって移動し、そこに表示されるようになっていてもよい。
【００５４】
　また、図６の画面では、ＩＣタグ２２５から読み取られた情報が表示される。例えば、
アイコン１７３ａに、シリンジの耐圧が「１５．０ｋｇｆ／ｃｍ２」と表示される。アイ
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コン１７３ｂに、肝臓を造影するために必要な単位体重当たりのヨード量が「５４０ｍｇ
Ｉ／ｋｇ」と表示される。これらのアイコン１７３ａ、１７３ｂは、人体画像１６１の上
に表示されている。
【００５５】
　また、図６の画面では、薬液の注入量を示すアイコン１７３ｃが表示されており、「Ａ
　１００ｍｌ」、「Ｂ　６０ｍｌ」と表示されている。これは、造影剤の注入量が１００
ｍｌで、生理食塩水の注入量が６０ｍｌであることを表している。このアイコン１７３ｃ
の下には、「量調整」と示されたアイコン１７３ｄが表示されている。
【００５６】
　シリンジの薬液残量（例えば７０ｍｌ）が注入設定量（例えば７６ｍｌ）よりも少ない
場合、このアイコン１７３ｄを押すことで、薬液残量が注入量として設定される。
【００５７】
　なお、図５～図１０の画像では、薬液の量、注入速度、濃度などに関する具体的な数値
が表示されているが、これらは例示であって、本発明を何ら限定するものではない。
【００５８】
　次に、造影剤の注入量を決定する手順を説明する。本実施形態では、（ｉ）患者の体重
と、（ｉｉ）造影剤のヨード濃度と、（ｉｉｉ）撮像部位に対応した単位体重当たりに必
要なヨード量とに基づいて、注入量が計算される。具体的には患者の体重は、一例として
、４０ｋｇ～７０ｋｇの中間値である５５ｋｇとして計算される。この体重と、必要ヨー
ド量とに基づいてその患者に注入すべき総ヨード量を算出し、そして、この総ヨード量と
、造影剤のヨード濃度とに基づいて、注入すべき造影剤の量を算出する。
【００５９】
　なお、ここでは４０ｋｇ～７０ｋｇの区分の代表値が５５ｋｇである例を示したが、こ
の値は、初期設定で変更できるようになっていてもよい。さらには、体重区分（例えば４
０ｋｇ～７０ｋｇの区分）そのものの範囲も初期設定で変更できるようになっていてもよ
い。
【００６０】
　従来の薬液注入装置では、通常、患者体重を考慮して造影剤の量を決定するためには、
例えば体重情報や造影剤情報をユーザがマニュアル入力する必要があり、作業が煩雑であ
った。しかし、本装置によれば、１つのアイコン１６９ｂ（一例）をタッチするだけで体
重情報が入力され、また、造影剤情報もＩＣタグ２２５から読み取られるため、非常に簡
単である。
【００６１】
　次いで、造影剤の注入速度の算出（ステップＳ４）について説明する。
 本実施形態の装置では、例えば肝臓１６４ｂを選択した時点で、注入時間が「０：３０
ｓｅｃ」と決定される。上記工程で算出した注入すべき造影剤量を、この注入時間で除す
ることによって、造影剤の注入速度が自動的に算出される。
【００６２】
　上述した一連の工程によって造影剤の注入時間〔ｓｅｃ〕、造影剤の注入量〔ｍｌ〕、
および造影剤の注入速度〔ｍｌ／ｓｅｃ〕が求められ、造影剤の注入条件が決定される。
なお、生理食塩水の注入条件は公知の方法により決定可能であるのでここでは詳細な説明
を省略する。
【００６３】
　図６に示すように、こうして求められた造影剤の注入条件および生理食塩水の注入条件
はサムネイル画像１７５として表示される（ステップＳ５）。なお、ステップＳ３、Ｓ４
を経ずにサムネイル画像１７５が表示される構成も可能である。例えば、ステップＳ２で
撮像部位を１つ選択した時点で、デフォルトの体重区分が選択され、かつ、それに対応し
た注入速度が決定され、そしてそれらに対応するサムネイル画像が自動的に表示されるよ
うになっていてもよい。
【００６４】



(10) JP 6844867 B2 2021.3.17

10

20

30

40

50

　サムネイル画像１７５には、横軸が経過時間で縦軸が注入速度のグラフが表示される。
このグラフ内には、２つの条件画像１７５ａ、１７５ｂが表示されており、条件画像１７
５ａが造影剤の注入条件を示し、条件画像１７５ｂが生理食塩水の注入条件を示している
。各画像１７５ａ、１７５ｂは、注入速度に対応した高さの位置に表示され、注入時間に
対応した横幅を有している。
【００６５】
　従来の装置は、一般的に、注入条件を設定した時点で、その注入時間、注入速度、およ
び注入量などの情報が単に数値として表示するものであった。そのため、どのような注入
条件が設定されたかを直感的に確認しにくいことがあったが、本実施形態の装置によれば
、サムネイル画像１７５を通じて注入条件を良好に確認できる。
【００６６】
　また、設定した注入条件を、図７（詳細下記）に示すような大きなグラフ１７５′とし
て表示させることも考えられる。しかし、この場合、注入条件を設定するための種々のア
イコン（例えば１７１、１６９ｂ、１６１など）を表示するスペースが無くなる。これに
対して、サムネイル画像１７５で表示する構成によれば、アイコン１７１、１６９ａ～ｃ
、１６１等をそのまま表示させておくことができ、必要であれば、それらのアイコンを使
って簡単に修正を行うことができる。
【００６７】
　なお、サムネイル画像中の条件画像に関して、その横幅および高さが設定された条件に
応じて変化する構成でもよいし、変化しない構成でもよい。
【００６８】
　再び図６を参照する。一例として、図６の画面でサムネイル画像１７５にタッチすると
、この画像が拡大されて図７のような大きな画像１７５′が表示される。この画像１７５
′では、造影剤の条件画像１７５ａと、生理食塩水の条件画像１７５ｂと、シリンジの耐
圧１７３ａ′が表示されている。造影剤の条件画像１７５ａの横に上向き矢印と下向き矢
印が表示されており、これを操作することで注入条件を修正することができる。図示は省
略するが、同様に、生理食塩水の注入条件も修正可能である。
【００６９】
　なお、上記方式に代えて、例えば画像１７５ａにタッチしながら上下に移動させること
で、速度が変更されるようになっていてもよい。また、条件画像１７５ａ、１７５ｂ内の
数値が、テンキーを使用した数値入力によって変更できるように構成されていてもよい。
条件画像は、所定の「上」ボタンおよび「下」ボタンを押すことにより、変更されるよう
に構成されていてもよい。
【００７０】
　図８は、最終的に設定された条件を確認するための画面である。この画面では、画面中
央に注入条件のグラフの画像１７５′が大きく表示されている。画像１７５′の上には、
する横長のウィンドウ１７８が表示されており、この中には、患者の体重、体重当たり必
要なヨード量、注入時間などの情報が表示されている。ウィンドウ１７８の右にはアイコ
ン１７３ｃが表示されており、それにより、造影剤（Ａ）および生理食塩水（Ｂ）の量を
確認することができる。
【００７１】
　なお、ウィンドウ１７８に、例えば選択された体重区分などの他の情報が表示されるよ
うに構成されていてもよい。体重当りのヨード量が表示されてもよいし、体重・時間当り
のヨード量が表示されてもよい。
【００７２】
　図８の画面で注入条件を確認した後、ユーザが、一例として、ディスプレイ上のボタン
１６５または注入ヘッドの所定のボタンを押すことにより（ステップＳ６）、薬液の注入
が開始可能な状態となる。薬液注入は、この例では、造影剤および生理食塩水の順で行わ
れる（ステップＳ７）。
【００７３】
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　造影剤の注入が開始されると、ディスプレイには図９（ａ）のような圧力グラフが表示
される。このグラフは、注入中における薬液の圧力をリアルタイムに示すものであり、横
軸が経過時間で縦軸が圧力である。薬液の圧力は、例えば、ピストン駆動機構がシリンジ
のピストン部材を押す圧力に基づいて算出される。ピストン駆動機構がピストン部材を押
す圧力は、一例として、ピストン駆動機構のロードセルを用いて検出することができる。
【００７４】
　図９（ａ）は、注入開始後一定時間経過した時点でのグラフであり、図９（ｂ）はそこ
からさらに所定時間が経過した時点でのグラフである。これらのグラフにおいては、薬液
の圧力が所定のリミット値Ｐ１を越えているか否かを認識し易いように、Ｐ１より上の領
域は所定の色で表示で表示されるか、または、所定のパターンで表示されている。薬液の
圧力がリミット値Ｐ１を超えてこの領域内に入った場合には、ユーザに対して警告が発せ
られることが好ましい。警告は、音声によるメッセージや画像もしくは文字によるメッセ
ージであってもよい。または、薬液の圧力が下がるように、ピストン駆動機構の出力が自
動的に調整されてもよい。上記構成によれば、薬液圧力の上昇が防止され、その結果、シ
リンジ等の破損を防止することができる。
【００７５】
　なお、図９のグラフにおいて所定の経過時間を超えた領域１７９ｂが、上記同様、着色
または所定のパターンで表示されていてもよい。領域１７９ａ、１７９ｂ内に、図９（ｃ
）のように、圧力を示す画像および／または経過時間を示す画像が表示される構成として
もよい。
【００７６】
　図１０は、患者体重を詳細に入力するための画面である。図１０に示すように、本実施
形態の装置では、図６の画面で、選択された体重区分のアイコン１６９ｂにタッチすると
、テンキー１７７が表示される。このテンキー１７７から数値をマニュアル入力（一例）
することで、患者の詳細な体重を入力することが可能である。具体的には、例えば「６２
ｋｇ」などと設定することができ、この場合、アイコン１６９ａ～ｃの表示が消えて「６
２ｋｇ」と示されたアイコンが１つ表示される。
【００７７】
　図１０の画面に表示されている体重計のアイコン１６７ａと注射器のアイコン１６７ｂ
は、注入条件を設定するためのモードを切り替えるためのものである。アイコン１６７ａ
が選択されている状態では、「体重入力モード」（上述した一連の設定手順）で設定が行
われる。本実施形態の装置ではこのモードがデフォルトとなっている。アイコン１６７ｂ
が選択されると、「フローレートモード」での設定が可能となる。体重入力モードでは、
注入時間（例えば、０:３０ｓｅｃ）が優先され、注入速度はそれに基づいて算出された
値となる。これに対して、フローレートモードでは、例えば１．５ｍｌ／ｓｅｃ、２．０
ｍｌ／ｓｅｃのように、任意の注入速度が設定できる。このモードは、例えば、造影にお
いて注入速度が重要なファクターとなる場合に利用される。
【００７８】
　図９の圧力グラフに関して、このグラフ内に、検出された薬液のリアルタイムの圧力だ
けでなく、その注入条件で注入を行った場合に得られるであろう理想のパターン（単一の
線で表示されるものであってもよいし、ある程度の幅を有するバンドとして表示されるも
のであってもよい）が描かれてもよい。
【００７９】
　なお、上述した一連の動作は、基本的には次のような処置を含む：
（ａ）ディスプレイに複数の撮像部位の画像を表示する処理、
（ｂ）それらの撮像部位のうち１つが選択された場合に、その撮像部位に対応する注入時
間を読み出す処理、
（ｃ）患者に注入すべき造影剤の量を決定する処理、
（ｄ）決定されたその造影剤量と注入時間とに基づいて、造影剤の注入速度を決定する処
理、
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（ｅ）注入時間と注入速度との関係を示す注入条件のグラフを、サムネイル画像として前
記ディスプレイに表示する処理、
（ｆ）その後、前記ディスプレイ上の所定のアイコンおよび／または注入ヘッドの所定の
ボタンが押された場合に、注入条件に従った注入をできる状態とする処理。そして、これ
らの各処理はそれぞれ制御部１５３の各処理部によって実行可能である。
【００８０】
　以上のように構成された本発明によれば、注入条件を設定すると、その条件がサムネイ
ル画像１７５（図６参照）としてディスプレイ１５１に表示される。したがって、ユーザ
は、このサムネイル画像１７５を通じて設定内容を確認することができる。また、この画
像は、図７のような大きな画像ではなく、比較的小さなサムネイル画像として表示される
ので、注入条件を設定するためのアイコン（例えば１７１、１６９ａ～ｃ、１６１など）
をそのままの位置で表示させることができ、それらのアイコンを使って簡単に修正を行う
ことができる。
【００８１】
　また、本実施形態の薬液注入装置では、基本的には、（ｉ）シリンジを注入ヘッドにセ
ットする、（ｉｉ）撮像部位を選択する、（ｉｉｉ）患者体重を選択するというシンプル
なステップで注入条件の設定を行うことができる。このような簡単な設定を実現するため
にも、例えば、撮像部位を選択した時点で、それに対応する、造影剤の注入時間（例えば
「０：３０ｓｅｃ」）が決まるように構成されていることが好ましい。また、造影剤の情
報をマニュアル入力する手間を省略するためにも、シリンジのＩＣタグ２２５から、造影
剤のヨード濃度の情報、造影剤の量の情報などが自動的に読み取られるようになっている
ことが好ましい。
【００８２】
　患者の体重入力は、テンキーを用いて具体的な数値が入力されるものであってよいが、
本実施形態のように複数のアイコン１６９ａ～１６９ｃ（図５）のうちの１つを選ぶもの
であれば、より簡単な操作で済む。
【００８３】
　また、本実施形態の装置では、造影剤の注入時間は、選択された撮像部位によって決ま
り（図５の例では０：３０ｓｅｃ）、原則としてこの時間は、患者の体重に関わらず一定
である。このような構成によれば、１人の患者に対して複数回の診断を行う場合（撮像部
位は共通）、または、複数人の患者に対して診断を行う場合（撮像部位は共通）であって
も、注入時間が同じになるため、ＣＴ装置等のスキャン開始のタイミングの調整が不要と
なる。
【００８４】
　本発明は上記の限定されるものではなく、次のようなものであってもよい。
 例えば、ＩＣタグ２２５の付いていないシリンジ２００に対応するために、画面（例え
ば図５）製品名のアイコン１６３ａにタッチすることによりプルダウンリストが表示され
、そのリスト中の１つの製品を選択することで、製品名およびそのヨード量の情報などが
入力される。
【００８５】
　本実施形態の装置では、撮像部位（例えば、腫瘍部、肝臓、腎臓、および血管など）ご
とに所定の注入時間（例えば、３０秒、４５秒、６０秒など）が登録されている。このよ
うなデータは、コンソール１５０の記憶部１５４（図３Ａ参照）に記憶されていてもよい
し、または、外部の機器に記憶されており、ネットワーク経由でそのデータがコンソール
１５０に読み込まれるものであってもよい。
【００８６】
　また、患者の体重を測定する機器、もしくは、患者の体重情報を有する機器がコンソー
ル１５０に接続され、その機器から体重の情報が入力されることにより、自動的に患者の
体重区分（図５のアイコン１６９ａ～１６９ｃ参照）が選択されるようになっていてもよ
い。これによれば、体重を選択する工程を省略することが可能となる。
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【００８７】
　体重アイコン１６９ａ～１６９ｃに関し、２つまたは４つ以上のアイコンが表示される
構成としてもよい。また、体重区分を選択するのではなく、デフォルトの１つの体重値（
例えば６０ｋｇ）が自動的に選択される構成としてもよい。
【００８８】
　薬液注入を開始する手順としては、図７や図８の画像１７５′を表示することなく、図
６の状態で所定のボタン（画面上のアイコンおよび／または注入ヘッド上のボタン）を押
すことにより注入が開始可能な状態となるようになっていてもよい。一例としては、図６
の状態で、ボタン１６５または注入ヘッド上のボタンを押すことにより、ボタン１６５の
表示が「スタートＯＫ」となり、注入が開始可能な状態となる。
【００８９】
　なお、図４～図１０では、一例として横向きの人体画像１６１を示したが、本発明の装
置は、縦向きの人体画像を表示するものであってもよい。人体画像１６１に含まれる身体
区分の数は、４つに限定されるものではなく、３つ以下または５つ以上であってもよい。
【００９０】
　次に、ディスプレイ１５１に表示される画像の例について、図１２～図２３を参照しな
がら説明する。なお、図１２～図２３に表示されている具体的な文字情報や数値情報は本
発明を何ら限定するものではない。
【００９１】
〔セクションＢ：注入モード等をコンソール上で簡単に設定または変更することができ、
様々な方式での注入に対応可能な造影剤注入装置〕
（他の注入方式の選択・所定の編集などを行うためのモード）
　本セクションに係る発明の目的は、注入モードや条件設定方式（以下、これらを単に「
注入モード等」ともいう）をコンソール上で簡単に設定または変更することができ、様々
な方式での注入に対応可能な造影剤注入装置を提供することにある。また、当該注入装置
を使用する医師が複数人居る場合であっても、各医師の好みに応じた注入モード等を設定
可能な造影剤注入装置を提供することにある。
【００９２】
　図１２は、ホーム画面を示している。このホーム画面は、例えば、コンソールに設けら
れた所定の物理的ボタンを押すことで表示される。なお、画面上の所定のアイコン等を押
すことでホーム画面が表示される構成であってもよいし、または、所定時間（アイドル時
間）経過後に自動的にホーム画面が表示される構成であってもよい。
【００９３】
　図１２のホーム画面においては、複数のアイコンがマトリクス状（一例として３行４列
）に配置されている。この例では、各アイコンは角部に丸みがつけられた略正方形である
が、アイコン自体の形状は、長方形、多角形、円形など、他の形状であってもよい。ホー
ム画面に表示されるアイコンの数は特に限定されないが、アイコンが多すぎる場合にはユ
ーザが直感的に操作しにくくなる可能性もある。したがって、例えば、行数を３～５、列
数を３～６（すなわち３×３のマトリクス～５×６のマトリクス）のアイコン数とするこ
とが、操作性を損なうことなくかつ十分な情報を表示でき、好ましい。
【００９４】
　図１２に示すように、ホーム画面の上段には、４つのアイコン４１１～４１４が横に並
んで表示されている。アイコン４１１～４１４はそれぞれ「小児モード」、「救急モード
」、「プロット注入モード」、および「テストボーラストラッキング（ＴＢＴ）注入モー
ド」用である。
【００９５】
　ホーム画面の中段には、この造影剤注入装置を使用する医師１～医師４を選択するため
の４つのアイコン４１５が表示されている。なお、アイコン４１５の数は特に限定される
ものではなく、例えば、１つ、２つ、または３つのみが表示されるものであってもよい。
【００９６】
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　ホーム画面の下段には、造影剤注入装置１の各種機能を実施するためのアイコン４１６
が複数表示されている。一例として、薬液注入の結果を表示するためのアイコン、プロト
コル設定を行うためのアイコン、種々の環境設定を行うためのアイコン、さらにユーザ（
医師等）の編集を行うためのアイコンが表示さている。
【００９７】
　ホーム画面のアイコンの配置は、適宜変更できるように構成されていることが好ましい
。基本的には、アイコンの並べ替えや、各アイコンの表示／非表示を自由に変更できるよ
う構成されている。もっとも、一定のアイコンに関しては、画面上に常に表示される（す
なわち非表示とすることができない）ようにしてもよい。例えば救急モード用のアイコン
４１２が常に表示される構成とすることで、救急時の薬液注入に好適に対応できることと
なる。
【００９８】
　次に、各アイコンの機能について説明する。以下では、まず「救急モード」について説
明し、次いで「小児モード」やその他のモードについて説明する。
【００９９】
（救急モード）
　「救急モード」とは、例えば夜間の診療などにおいて専門の医師が不在の場合であって
も、他の医師による造影剤注入を可能にするためのものである。図１２のホーム画面で救
急モードアイコン４１２が選択されると、救急モードが開始され、ディスプレイには、所
定の操作後（詳細下記）、図１３のような画面が表示される。
【０１００】
　この画面では、ステータスバー４３１が画面上部に表示され、このステータスバー４３
１には、現在救急モードが選択されていることを示すＥＲ表示４３１ａと、幾つかのその
他のアイコンとが表示される。
【０１０１】
　「その他のアイコン」としては、例えば、薬液注入時に患者までのルートが正常に確保
されていることを確認するため動作を行わせるための「ルート」アイコンや、従来公知の
「タイミングテスト」を行うためのアイコンなどである。さらに、図示は省略するが、シ
リンジ内の薬液の製品名および／または製造メーカ等の識別マークがステータスバー４３
１に表示されてもよい。ステータスバー４３１の右側にはスタートボタン４３３が表示さ
れている。
【０１０２】
　画面中央には、大きなウィンドウ４５０が表示されており、このウィンドウ内には救急
モード用の注入条件画像４５１や、ユーザに対し操作の案内を行うためのガイダンス画像
４５３が表示されている。
【０１０３】
　この注入条件画像４５１は、縦軸が薬液の注入速度で横軸が注入時間であるグラフであ
り、グラフ内には条件バー画像４５５が表示されている。救急モードでは注入条件を迅速
に設定できることが重要であるため、条件バー画像４５５には、予め設定された注入速度
および注入時間（一例で速度が１．０ｍｌ／ｓｅｃ、量が１００ｍｌ）の注入条件が表示
されている。なお、この注入条件は、ユーザによって変更されうるものであってもよいし
、変更不可でもよい。
【０１０４】
　ガイダンス画像４５３は、注入ヘッドおよび／またはコンソールに対してどのような操
作をすべきかを案内するための情報をユーザに対して提供する。図１３の例では、コンソ
ールの操作器（ハンドスイッチ、図１では図示を省略）を押すべき旨の情報が画像として
表示されている。
【０１０５】
　なお、ガイダンス画像４５３は、同画像中の「ｉ」マークのボタン４５３ａを押すこと
により表示されるように構成されていてもよい。他の形態においては、ｉボタン４５３ａ
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を押さなくても、所定時間経過後に自動的にガイダンス画像４５３が表れる構成としても
よい。
【０１０６】
　図１３でｈ、画面中央のウィンドウ４５０と画面上部のステータスバー４３１との間に
は、横長の情報表示バー４３５が表示されており、そこには、例えば、患者の身体画像や
、薬液注入時間が表示されている。例えば、患者の身体画像は複数の身体区分からなるも
のであって、選択された身体区分（詳細下記）がハイライトされてもよい。これにより、
ユーザが、現在どの身体区分が選択されているかを知ることができる。
【０１０７】
　横長の情報表示バー４３５の右側には、シリンジの薬液量を表示する表示部４３６が表
示されている。この例では「１５０ｍｌ」と表示されており、これは、シリンジ内の造影
剤が１５０ｍｌであることを表している。
【０１０８】
　図１３の画面で注入条件等を確認し、画面上のスタートボタン４３３またはコンソール
の操作器（不図示）を押すと、図１４のような画面が表示される。この画面では、スター
トボタン４３３内の文字が「チェック」に変わり、また、ガイダンス画像４５３内の指示
内容も変わっている。具体的には、注入ヘッド１１０上のチェックボタン１１５ａ（図２
参照）を押すべき旨の情報が画像として表示されている。次いで、このチェックボタン１
１５ａまたはスタートボタン４３３を押すことにより、救急モードでの薬液注入がスター
トする。
【０１０９】
　本実施形態の構成によれば、ユーザは、（１）図１２のホーム画面で救急モードを選択
し、（２）次いでその注入条件を確認した後に画面上またはコンソールに対して「スター
トＯＫ」の入力を行い、（３）その後、注入ヘッドの所定のボタン（一例）を押すことで
、救急モードで注入を安全かつ迅速に開始することができる。
【０１１０】
　なお、救急モードを行う場合、まず図１５のような画面が表示され、複数の注入条件の
候補のうち１つを選択できるように構成されていてもよい。図１５の例では、「頭部ＣＴ
Ａ」、「胸腹部ＣＴＡ」、「腹部急性腹症（条件１）」、「腹部急性腹症（条件２）」、
「腹部急性腹症（条件３）」が表示されている。このような構成によれば、救急モードで
あっても、部位や患者特性を考慮した好適な造影剤注入が可能となる。複数の注入条件の
候補のうち１つを選択すると例えば図１４の画面が表示される。
【０１１１】
　上記のような例の他にも、次のように画像を表示する構成としてもよい。すなわち、上
記同様図１２のホーム画面で救急モードを選択し、それにより図１５のような画面が表示
される。図１５の画面中のいずれかの注入条件候補を選択することで、図１４の画面が表
示される。そして、図１４の画面中のチェックボタン４３３またはヘッド上のチェックボ
タンを押すと、アイコン４３３の表示が「チェック」から「スタートＯＫ」に変わる（図
１３）。次いで、図１３の状態で、ヘッド上のスタートボタンもしくはコントローラ１５
７のスイッチを押すことで、注入がスタートする。このように、本発明において、画面の
表示態様は必要に応じて変更可能である。
【０１１２】
（小児モード）
　ホーム画面（図１２）で小児モードアイコン４１１が選択されると、小児モードが開始
され、ディスプレイには図１６のような画面が表示される。画面左側には小児を表した縦
形（一例）の人体画像４６１が表示される。この人体画像４６１は、選択可能な複数の身
体区分（例えば頭部、胸部、腹部、脚部など）のアイコンを含んでいる。図１６では、「
胸部」が選択され、選択された当該区分がハイライトした状態が描かれている。
【０１１３】
　選択された身体区分に応じて、予め設定された所定の注入条件がサムネイル画面４６５



(16) JP 6844867 B2 2021.3.17

10

20

30

40

50

に表示される。一例として、ここでは、造影剤を１．５ｍｌ／ｓｅｃで２０ｍｌ注入した
後に生理食潜水を１．５ｍｌ／ｓｅｃで１０ｍｌ注入する注入条件が表示されている。図
１６の画面中央には、また、小児の体重を設定するための体重表示部４６３ａと、注入時
間を表示する注入時間表示部４６３ｂが表示されている。
【０１１４】
　上述のように構成された本実施形態の構成によれば、成人のみではなく、小児に対して
も、各患者に応じた好適な注入条件を設定可能となる。小児モードにおいても図１５のよ
うに複数の注入条件の候補を表示するようにしてもよい。もっとも、小児の場合、成人患
者に比べて細かい注入条件の設定が不要なこともあるので、そのような機能が省略され、
より迅速で簡単に設定が行える構成としてもよい。
【０１１５】
　なお、小児の人体画像４６１は縦形に限定されるものではなく、横形に表されてもよい
。具体的には、図２０に示すような横形の小児の人体画像４６１′が表示されるようにな
っていてもよい。図２０は、人体画像４６１′のうち１つの身体区分（胸部）が選択され
、その区分に対応する撮像部位アイコン４６９（一例として「冠動脈」および「心機能」
）が表示されている。人体画像に含まれる区分の数は特に限定されるものではない。また
、小児モードは、例えば、小型シリンジ（一例で２０ｍｌ）用のアダプタが注入ヘッドに
装着された場合に開始されてもよい。具体的には、例えば、アダプタが装着された場合に
図２０のような小児の人体画像４６１′の画面に自動的に切り換わるように構成されてい
てもよい。
【０１１６】
（その他の注入モード）
　図１２のホーム画面で、プロット注入アイコン４１３またはテストボーラストラッキン
グ注入アイコン４１４を選択すると、プロット注入モードまたはテストボーラストラッキ
ング注入モードが開始される。これらの注入モードについては、従来より公知であるので
詳細な説明は省略するが、本実施形態の構成によれば、ホーム画面から各種注入モードを
直感的に選択できるので、ユーザの注入条件設定時に手間を軽減することが可能となる。
【０１１７】
　なお、図１２に表示されたアイコン４１１～４１４の内容は何ら本発明を限定するもの
ではない。すなわち、他の条件設定方式（例えば体重入力モード、除脂肪体重モード、体
表面積モード、血液量モードなど）のためのアイコンを、ユーザの好みに応じて、ホーム
画面上に表示させることができるように構成されていることが好ましい。
【０１１８】
　これらの注入モード／条件設定方式も従来公知のものを利用可能であるが、例えば除脂
肪体重モードとして図１７のような画面が表示されてもよい。この画面では、患者体重、
身長、薬液情報、注入条件などに加えて、患者が男性であるか女性であるかを選ぶための
アイコン４７３が表示されている。また、ウィンドウ４７１には、現在除脂肪体重モード
が選択されていることを示す「ＬＢＷ」の表示および、体重あたりのヨード量（５４０ｍ
ｇｌ／Ｋｇ）が表示されている。
【０１１９】
　各注入モードにおいては、従来公知のユーザに対する所定の警告がなされるように構成
されていてもよい。例えば、設定される注入速度、注入量、または注入圧力が所定の基準
値を超えるまたは下回る場合に、警告が発せられるような構成としてもよい。この際、警
告だけでなく、対象の動作を強制停止するような構成としてもよい。
【０１２０】
（医師選択アイコン）
　図１２に示すように、本実施形態では注入装置を使用する医師をアイコンで選択できる
ようになっている。図１２では、一例として、４人の医師（ユーザ１～４）が表示されて
いる。ユーザ１のアイコンに付いているチェックマークは、この医師がデフォルトの医師
であること（つまり、医師の選択が行われない場合にはこの医師１が選択される）を示し
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ている。
【０１２１】
　本実施形態によれば、各医師は、予め、自分の好みに従った注入条件を設定しておくこ
とができる。（ｉ）一例として、図４に示したような部位選択モードにおいて、各身体区
分を押した際にどのような撮像部位が表示されるか、（ｉｉ）どの程度の注入時間、注入
速度とするか、（ｉｉｉ）どのような注入パターンを利用するか等を詳細に設定できるよ
うに構成されている。
【０１２２】
　このような構成によれば、医師は、自分の好みに従った条件設定モードを使用可能とな
る。
【０１２３】
　なお、各医師の好みに従って他の事項（例えば、どのようなアイコンをホーム画面に表
示するか、各アイコンをどのような配置で表示するかなど）を自由に変更できるように構
成されていてもよい。例えば、図１２のホーム画面の上段に表示されているアイコンを中
段に表示し、中段に表示されているアイコンを上段に表示してもよい。
【０１２４】
　一方で、ホーム画面から削除できないアイコンが設定されていてもよい。例えば、救急
モードがどの病院でも比較的重要と考えられる場合には、上述のように、この救急モード
のアイコンをホーム画面に必ず表示し、他のアイコンのみが、好みのアイコンに変更でき
る構成としてもよい。
【０１２５】
（各種機能を実施するためのアイコン等）
　ホーム画面（図１２）の「プロトコル設定」のアイコンは、注入プロトコルを新規に設
定したり、既存の注入プロトコルを変更したりするためのものである。注入プロトコルと
しては、特に限定されるものではないが、薬液の注入速度が時間とともに変化する可変注
入と呼ばれるプロトコルや、造影剤の注入の後に生理食塩水の注入が行われるようなプロ
トコルなど種々の方式を設定できることが好ましい。
【０１２６】
　なお、「プロトコル設定」のモードにおいて、注入プロトコルの新規登録や変更が行い
易いようにガイダンスが表示されてもよい。一例として、注入プロトコルとして設定すべ
き幾つかの項目が並んで表示されており、項目ごとに具体的な数値範囲などを入力してい
くことで、登録または変更が完了するような設定画面を利用してもよい。項目の配列方向
は、上下方向であってもよいし、左右方向であってもよい。
【０１２７】
　「環境設定」のアイコンは様々な設定を行うためのものであり、例えば、日時の設定、
音量の設定、他の医療機器との連携（連動）のための設定、漏出検出の設定などが挙げら
れる。
【０１２８】
　「ユーザ編集」のアイコンは、医師の新たな設定登録や、既に登録してある事項の変更
のためのものである。
【０１２９】
　「注入結果」のアイコンは、薬液の結果を表示するためのものであり、例えば、１回の
薬液注入における注入グラフを表示させてもよいし、または、過去に行われた複数回分の
薬液注入のデータ（一例として、日時、注入パターン、注入速度、注入量、注入圧力、造
影剤製品名など）の一覧を表示させてもよい。図１９は、造影剤注入装置１と外部の医療
システムとの連携例を示す図である。このように、薬液注入の結果のグラフ４８５（一例
として、どのような圧力でどのような薬液がどれくらいの時間注入されたかの情報を含む
）が外部出力され、撮像装置によって撮像された診断画像とともに表示されてもよい。
【０１３０】
　なお、本実施形態のコンソール１５０には次のような種々の画面が表示されてもよい。
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図１８は、コンソール１５０が撮像装置３００に接続された状態を示しており、画面左上
には、撮像装置３００と接続されていることを示す画像４８１が表示されている。この場
合、撮像装置（スキャナ）３００側から所定の注入条件プロトコルが読み込まれ、そのプ
ロトコルが注入条件として設定されるようになっていてもよい。画面上のメッセージウイ
ンドウ４８３には、一例として、「スキャナからプロトコルが設定されました」とのメッ
セージが表示される。
【０１３１】
　なお、本実施形態の造影剤注入装置においては、デフォルトとして登録された部位画面
がまず表示され、例えばホームボタン（コンソールのハードキー）を押すことで、ホーム
画面が表示されるように構成されていてもよい。ホームボタンを押す代わりに、タイマー
が設定されており、所定の時間で自動的にホーム画面を表示させてもよい。
【０１３２】
　上記に説明した本セクションに係る主な発明の要旨は下記の通りである。
１．シリンジ内の薬液を患者に向けて注入するための注入ヘッドと、タッチパネル式のデ
ィスプレイを有し前記注入ヘッドと通信可能に構成されたコンソールとを備えた造影剤注
入装置であって、
　複数のアイコンがマトリクス状に配置され、かつ、注入モードまたは条件設定方式を選
択するための選択用アイコンを含んでいるホーム画面を前記ディスプレイに表示する処理
と、
　前記選択用アイコンのうち１つが選択された場合に、そのアイコンに対応する注入モー
ドまたは条件設定方式の画面を表示する処理と、
　を行うように構成された、造影剤注入装置。
【０１３３】
２．前記選択用アイコンとして、
　予め設定された注入速度および注入時間の注入条件で注入を実施する救急モード用のア
イコンが含まれている、上記１に記載の造影剤注入装置。
【０１３４】
３．前記救急モードにおいては、
　前記注入ヘッドおよび／または前記コンソールに対してどのような操作をすべきかを案
内するガイダンス画面が表示されるように構成されている、上記２に記載の造影剤注入装
置。
【０１３５】
４．前記救急モードにおいては、
　複数の注入条件の候補が表示され、その１つを選択できるように構成されている、上記
２または３に記載の造影剤注入装置。
【０１３６】
５．前記選択用アイコンとして、
　小児に対する注入条件を設定するための小児モード用のアイコンが含まれている、上記
１または２に記載の造影剤注入装置。
【０１３７】
６．前記選択用アイコンとして、さらに、
　体重入力モード、除脂肪体重モード、体表面積モード、および血液量モードから選択さ
れる少なくとも１つモードためのアイコンが含まれている、上記１～５のいずれか１つに
記載の造影剤注入装置。
【０１３８】
７．さらに、
　前記ディスプレイに、当該装置を使用する医師を選択するための医師選択用アイコンを
表示する処理を行うように構成されている、上記１～６のいずれか１つに記載の造影剤注
入装置。
【０１３９】
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８．前記医師選択用アイコンの１つが押されると、その医師の好みに設定された条件設定
モードが設定される、上記７に記載の造影剤注入装置。
【０１４０】
〔セクションＣ：注入装置のさらに別の機能について〕
（Ｃ－１：セルフチェック）
　本発明の注入装置は次のような動作を行うように構成されていてもよい。
【０１４１】
　本発明の一形態の注入装置は、主電源（例えばコンソール１５０の主電源）が入れられ
ると「セルフチェック」と呼ばれる一連の動作を自動的に実施するものであってもよい。
「セルフチェック」では、注入ヘッド１１０のピストン駆動機構１３０や所定のスイッチ
またはセンサ等を動作させ、正常に動作するか否かをチェックする。例えば、ピストン駆
動機構１３０であれば、その駆動源であるモータを実際に回転させてみて、正常な動作が
行われているかどうかをチェックする。この場合、モータの回転量は微小であってもよく
、例えば、薬液注入（造影のための本注入や、本注入前の所定の事前注入）での回転量よ
りも少ない回転量でチェックが実施されてもよい。
【０１４２】
　また、スイッチやセンサ等の場合には、例えば、それらの部品の通電状態を確認する、
もしくは、出力値が所定の範囲内であるかどうかを確認する等のチェックをする。また、
機器同士の接続が正常であるかどうかのチェックが行われてもよい。
【０１４３】
　セルフチェックの結果は、図２１に示すように、ディスプレイ上に順次表示されるよう
に構成されていてもよく、図２１の例では「速度」、「量」、「圧力」、「ＳＴＯＰ」「
スイッチ」、「接続」などの項目が順次チェックされる。
【０１４４】
　このような構成によれば、注入装置の起動時のセルフチェックによって注入装置の各機
能が正常であることを確認したうえで注入装置の使用を開始することができるので、注入
装置の故障や接続不良などに起因するトラブルを未然に防止することができる。
【０１４５】
（Ｃ－２：プロトコル設定時のガイダンス機能）
　例えば図１３では「ｉ」ボタン４５３ａを押すことにより所定のガイダンス画像が表示
されることを述べたが、このようなガイダンス画像が、例えば注入プロトコル（すなわち
注入条件）を設定する手順の中で表示されるように構成されていてもよい。例えば、注入
プロトコルを設定するために幾つかの項目の入力が必要な場合、１つの項目の入力が終了
した後に、例えば、次の入力項目が何であるか等を示すガイダンス表示がされてもよい。
このようなガイダンス表示は、自動的に表示されるものであってもよいし、ユーザによっ
て所定の入力がなされた場合に表示されるものであってもよい。
【０１４６】
（Ｃ－３：ＴＢＴモード）
　従来、撮像装置の撮像タイミングを決定するために例えばテストインジェクション法や
ボーラストラッキング法を使用することが提案されている。ボーラストラッキング法の詳
細については、例えば、本出願人によって先に出願されたＷＯ２０１１／１３６２１８等
にも記載されているので詳しい説明は省略するが概要は次の通りである：ボーラストラッ
キング法では、造影剤の注入しながら所定の関心部位のＣＴ値上昇を撮像装置で監視し、
ＣＴ値が所定値に達したことをトリガとして、その後所定の遅延時間を挟んで、本スキャ
ンが開始される。本実施形態の注入装置においては、図１２の画面のアイコン４１４にタ
ッチすることで、このボーラストラッキングモードに入るように構成されている。
【０１４７】
　ボーラストラッキングテストにおいては、ＷＯ２０１１／１３６２１８にも記載されて
いる通り、最初の造影剤注入後の遅延時間の間に、患者が息を止めこれにより心拍数を安
定させることが行われる。このような一連の注入に関して、例えば図２２に示すように、
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コンソールのディスプレイに生理食塩水および造影剤の注入条件７０１と、ボーラストラ
ッキングのタイムライン７０２のウィンドウが表示される構成としてもよい。タイムライ
ン７０２のウィンドウ内において、符号７０３で示した部分がインターバル（遅延時間）
部分であり、ここに、例えば「遅延」、「息止め」、「心拍安定」等の文字情報を表示し
てもよい。それら各々には、対応する秒数（ここではいずれも５ｓｅｃ）が表示されてい
てもよい。
【０１４８】
　薬液の注入が開始された場合、例えば図２３のように現在の注入状況が表示されるよう
になっていてもよい。特に、画面上部のステータスバー部に、現在どのプロセスが行われ
ているかを示すインジケータ７３１～７３３が表示されるようになっていてもよい。イン
ジケータ７３１は「テストボーラス」注入が行われていることを示し、インジケータ７３
２はインターバル中であることを示し、インジケータ７３３は「ボーラス」注入が行われ
ていることを示す。図２３では、インジケータ７３２がハイライトした状態となっており
、現在インターバル中であることを示している。
【０１４９】
（Ｃ－４：外部記録媒体へのデータ書き出し）
　本発明の一形態の注入装置では、注入が終了した後、その注入結果の情報等を外部の記
憶媒体に書出し可能に構成されていてもよい。この記憶媒体としては、コンソールの所定
のスロット（不図示）に差し込まれるメモリ媒体であってもよい。書き出される情報は特
に限定されるものではなく、注入結果に関するものであればどのようなものであってもよ
い。注入結果を他のパーソナルコンピュータ等でも利用しやすいようにＣＳＶ方式でデー
タが書き出されてもよい。ただし、データの方式はこれに限定されるものではなく、様々
な方式を利用可能である。上記のような注入結果の書出しは、メモリ等の記憶媒体に限ら
ず、例えばネットワークを介して所定のシステム（例えば病院管理システムなど）に送ら
れ、その内部の記憶装置に保存されてもよい。
【０１５０】
（Ｃ－５：ヘッドディスプレイでの情報の表示）
　本発明はさらに、次のような機能を備えていてもよい。例えば、注入ヘッド１１０がサ
ブディスプレイ（ヘッドディスプレイともいう）を備えている場合、例えば図９に示した
ような注入中の圧力グラフがこのヘッドディスプレイに表示されるように構成されていて
もよい。具体的には、コンソール側とヘッド側とが同期して、メインディスプレイおよび
ヘッドディスプレイの少なくとも一方に圧力グラフをリアルタイムで表示するようにして
もよい。例えば「ルート確認」を行なっている間の圧力グラフがヘッドディスプレイに表
示されてもよい。「ルート確認」は、主に、薬液ルートが正常に確保されているかどうか
（例えば、注入針が正常に穿刺されているか、チューブにキンクが生じていないか等）を
確認するためのものである。したがって、このようなルート確認における圧力グラフを、
患者の近くのヘッドディスプレイで確認できることは、注入針の穿刺異常を見つけたり、
キンク箇所を直したりする作業がやりやすくなる点で好適である。
【０１５１】
　なお、ルート確認のための薬液注入における注入速度が、いわゆる本注入における注入
速度と自動的に同じになるように構成されていてもよい。あるいは、本注入の注入速度と
は別に、ルート確認の注入速度を設定する構成であってもよい。
【０１５２】
　ヘッドディスプレイは図２４のような構成であってもよい。この構成では、ヘッド支持
構造Ａ１５８に、注入ヘッド１１０とヘッドディスプレイＡ１５１とが保持されている。
ヘッド支持構造Ａ１５８は、従来公知の可動式スダンドであってもよいし、天井に備え付
けられる多関節の支持アームであってもよい。ヘッドディスプレイＡ１５１は、連結機構
Ａ１５５を介してヘッド支持構造Ａ１５８に接続されている。特に限定されるものではな
いが、ヘッドディスプレイＡ１５１が、ヘッド注入１１０と間隔をあけて、ヘッド上方に
位置していてもよい。連結機構Ａ１５５は、例えば、鉛直軸周りおよび／または水平軸周
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りにヘッドディスプレイＡ１５１が回動できるように、該ディスプレイを保持するもので
あってもよい。このような構成によれば、ヘッドディスプレイの向きを広範囲で調整でき
るので、オペレータがディスプレイをより視認しやすいものとなる。
【０１５３】
　ヘッドディスプレイＡ１５１は、図２５のブロック図のように構成されていてもよい。
図２５のヘッドディスプレイＡ１５１以外の構成は図３Ａと同じであるので重複説明は省
略する。ヘッドディスプレイＡ１５１は、インターフェースを介して注入ヘッド１１０お
よびコンコール１５０と通信可能であり、一例として、制御部とタッチパネル式ディスプ
レイと操作ボタンを有していてもよい。「操作ボタン」は、ヘッドディスプレイＡ１５１
に設けられた物理的ボタンであってもよい。ただし、操作ボタンを備えていない構成とし
てもよい。このように、本発明においては、ヘッドディスプレイＡ１５１に種々の機能を
持たせてもよい。
【０１５４】
　以上、本発明の一形態に係る薬液注入装置について、幾つかのセクションにわたって説
明したが、当然ながら、本発明は各セクションに記載した特徴を適宜組み合せてもよい。
【０１５５】
　本発明のさらに他の一形態の注入装置は下記の通りである：
　シリンジが装着され該シリンジ内の薬液を患者に向けて注入する注入ヘッドと、タッチ
パネル式のディスプレイを有するコンソールとを備え、前記シリンジ内の造影剤を患者に
注入する注入装置であって、
（ａ）前記ディスプレイに複数の撮像部位の画像を表示する処理と、
（ｂ）それらの撮像部位のうち１つが選択された場合に、その撮像部位に対応する注入時
間を読み出す処理と、
（ｃ）患者に注入すべき造影剤の量を決定する処理と、
（ｄ）決定されたその造影剤量と前記注入時間とに基づいて、造影剤の注入速度を決定す
る処理と、
（ｅ）前記注入時間と前記注入速度との関係を示す注入条件のグラフを、サムネイル画像
として前記ディスプレイに表示する処理と、
（ｆ）その後、前記ディスプレイ上の所定のアイコンおよび／または前記注入ヘッドの所
定のボタンが押された場合に、前記注入条件に従った注入を実施できる状態とする処理と
、
　を行うことを特徴とする、注入装置。
【０１５６】
　本発明において、注入ヘッドは、シリンジの識別タグの情報を読み込む機能を有してい
ないものであってもよい。この場合、例えば、コンソールがオペレータからの入力を受け
付ける入力受付部（不図示）を備えており、それを介して識別タグの情報の少なくとも一
部に相当する情報が入力されてもよい。具体的な例としては、ディスプレイ上にプルダウ
ン方式で表示された選択肢を選ぶことで、所定のパラメータがオペレータによって入力さ
れるものであってもよい。
【符号の説明】
【０１５７】
１１０　注入ヘッド
１１３　ピストン駆動機構
１５０　コンソール
１５１　ディスプレイ
１６１　人体画像
１６１ａ～１６１ｄ　身体区分のアイコン
１６４　アイコン群
１６４ａ～１６４ｄ　撮像部位のアイコン
１６９ａ～１６９ｃ　体重区分のアイコン
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１７５　サムネイル画像
１７５ａ、１７５ｂ　条件画像
２００Ａ、２００Ｂ　シリンジ
３００　撮像装置
４１１～４１４　アイコン
４１５　医師選択用アイコン
４１６　アイコン
４５０　ウィンドウ
４５３　ガイダンス画面
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】

【図５】 【図６】



(24) JP 6844867 B2 2021.3.17
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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【図２３】
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【図２５】
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